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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】安全且つ簡単に水の電気分解の実験ができる実
験装置を提供する。
【解決手段】セパレータ１３と、セパレータ１３を介し
てつながっている第１および第２の槽４１および４２と
を備え、第１および第２の槽４１および４２に入れられ
た水性液体中の水の電気分解を行うための実験装置であ
り、第１の槽４１に配置された第１の電極１１と、第２
の槽４２に配置された第２の電極１２と、第１の電極１
１の表面で発生する第１のガスを捕集する第１の捕集部
と、第２の電極１２の表面で発生する第２のガスを捕集
する第２の捕集部とをさらに含み、第１の電極１１と第
２の電極１２とが、セパレータ１３を挟むように配置さ
れている。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セパレータと、前記セパレータを介してつながっている第１および第２の槽とを備え、
前記第１および第２の槽に入れられた水性液体中の水の電気分解を行うための実験装置で
あって、
　前記第１の槽に配置された第１の電極と、
　前記第２の槽に配置された第２の電極と、
　前記第１の電極の表面で発生する第１のガスを捕集する第１の捕集部と、
　前記第２の電極の表面で発生する第２のガスを捕集する第２の捕集部とをさらに含み、
　前記第１の電極と前記第２の電極とが、前記セパレータを挟むように配置されている実
験装置。
【請求項２】
　前記セパレータが親水性である請求項１に記載の実験装置。
【請求項３】
　前記第１の電極および前記第２の電極のそれぞれが、鉛直方向に沿ってストライプ状に
配置された複数の線状の電極を含む請求項１または２に記載の実験装置。
【請求項４】
　隣接する２つの前記線状の電極間の距離が、１．５ｍｍ以下である請求項３に記載の実
験装置。
【請求項５】
　前記第１の電極と前記セパレータとの距離が１ｍｍ以下であり、
　前記第２の電極と前記セパレータとの距離が１ｍｍ以下である請求項３または４に記載
の実験装置。
【請求項６】
　前記第１および第２の槽の内面が親水性である請求項１～５のいずれか１項に記載の実
験装置。
【請求項７】
　前記第１の電極と前記第２の電極とが互いに平行に配置されており、
　前記第１の電極と前記第２の電極との距離が１０ｍｍ以下である請求項３または４に記
載の実験装置。
【請求項８】
　前記第１の捕集部が、第１の筒状部を含み、
　前記第２の捕集部が、第２の筒状部を含み、
　前記第１の筒状部の内側の断面積と前記第２の筒状部の内側の断面積とが等しい請求項
１～７のいずれか１項に記載の実験装置。
【請求項９】
　前記水性液体の伝導度が、１００μＳ／ｃｍ～１０００μＳ／ｃｍの範囲にある請求項
１～８のいずれか１項に記載の実験装置。
【請求項１０】
　セパレータと、前記セパレータを介してつながっている第１および第２の槽とを備え、
前記第１および第２の槽に入れられた水性液体中の水の電気分解を行って水素ガスおよび
酸素ガスを発生させるガス発生装置であって、
　前記第１の槽に配置された第１の電極と、
　前記第２の槽に配置された第２の電極と、
　前記第１の電極の表面で発生する第１のガスを捕集する第１の捕集部と、
　前記第２の電極の表面で発生する第２のガスを捕集する第２の捕集部とをさらに含み、
　前記第１の電極と前記第２の電極とが、前記セパレータを挟むように配置されており、
　前記セパレータが親水性であるガス発生装置。
【請求項１１】
　前記第１の電極と前記セパレータとの距離が１ｍｍ以下であり、
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　前記第２の電極と前記セパレータとの距離が１ｍｍ以下である請求項１０に記載のガス
発生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、水の電気分解に関係する実験装置、およびガス発生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　水の電気分解の実験は、電気化学の反応が目に見える形で表される実験であるため、ポ
ピュラーな実験となっている。そのため、従来から、小学校の理科の時間などにおいて、
水の電気分解の実験が行われてきた。工業的な水の電気分解については、従来から、さま
ざまな提案がなされている（たとえば特許文献１）。
【０００３】
　学校の教室などで実験を行う場合には、実験を容易かつ安全に行う必要がある。水の電
気分解の実験装置の一般的な構造を図１０に示す。従来の実験装置は、Ｈ字状の電解槽１
と、電解槽１内に配置された電極２および３とを備える。電解槽１の上部には、２つの開
口部が形成されており、それぞれ、ゴム栓４で栓がされている。電解槽１内は、電気分解
される水酸化ナトリウム水溶液５で満たされる。
【０００４】
　電解槽１内に水酸化ナトリウム水溶液５を配置し、電極２と電極３との間に電圧を印加
することによって、電極２および電極３から水素ガスおよび酸素ガスが発生する。発生し
たガスは、それぞれ、電解槽１の上部に蓄積される。上部に蓄積された水素ガスおよび酸
素ガスは、ゴム栓４をとって火がついた線香などを差し込むことによって、その存在を確
認できる。
【０００５】
　上記従来の装置では、電極２と電極３との間隔が離れているため、電極２と電極３との
間における電圧降下の影響が大きくなる。そのため、電解槽１内に配置する水溶液の伝導
度が低いと、電極２と電極３との間に高い電圧を印加しなければならない。しかし、児童
用の実験教材で高い電圧を印加することは好ましくない。
【０００６】
　そのため、従来の実験装置では、電気分解する水溶液として、伝導度が比較的高く、電
気分解したときに水素ガスと酸素ガスが優先的に発生する強アルカリ性水酸化ナトリウム
水溶液（ｐＨ１３程度）を用いていた。
【特許文献１】特開２００５－３３０５１４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、強アルカリの水酸化ナトリウム水溶液は、皮膚についたり目に入ったりすると
危険であり、取り扱いに注意が必要であるという問題があった。また、強アルカリ性の水
酸化ナトリウム水溶液は、実験後に処分する際にも注意が必要である。
【０００８】
　また、従来から、実験において少量の水素ガスや酸素ガスが必要になる場合があったが
、そのような場合にガスボンベを用意するのは手間およびコストが大きいという問題があ
った。そのため、簡易に水素ガスや酸素ガスを得ることができるガス発生装置が求められ
ていた。
【０００９】
　このような状況において、本発明の目的の１つは、従来の実験装置に比べて安全且つ簡
単に水の電気分解の実験ができる実験装置を提供することである。また、本発明の目的の
１つは、安全且つ簡単に水素ガスや酸素ガスを生成することができるガス発生装置を提供
することである。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本発明の実験装置は、セパレータと、前記セパレータを介し
てつながっている第１および第２の槽とを備え、前記第１および第２の槽に入れられた水
性液体中の水の電気分解を行うための実験装置であって、前記第１の槽に配置された第１
の電極と、前記第２の槽に配置された第２の電極と、前記第１の電極の表面で発生する第
１のガスを捕集する第１の捕集部と、前記第２の電極の表面で発生する第２のガスを捕集
する第２の捕集部とをさらに含み、前記第１の電極と前記第２の電極とが、前記セパレー
タを挟むように配置されている。なお、「水性液体」とは、水を含む液体の意味であり、
水道水などの水や、水溶液を含む。
【００１１】
　また、本発明のガス発生装置は、セパレータと、前記セパレータを介してつながってい
る第１および第２の槽とを備え、前記第１および第２の槽に入れられた水性液体中の水の
電気分解を行って水素ガスおよび酸素ガスを発生させるガス発生装置であって、前記第１
の槽に配置された第１の電極と、前記第２の槽に配置された第２の電極と、前記第１の電
極の表面で発生する第１のガスを捕集する第１の捕集部と、前記第２の電極の表面で発生
する第２のガスを捕集する第２の捕集部とをさらに含み、前記第１の電極と前記第２の電
極とが、前記セパレータを挟むように配置されており、前記セパレータが親水性である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の実験装置によれば、強アルカリ性の水酸化ナトリウム水溶液を用いることなく
、安全且つ簡単に水の電気分解の実験を行うことができる。また、本発明のガス発生装置
によれば、安全且つ簡単に、水素ガスおよび酸素ガスを発生させることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の説明では、本発明の実施形態
について例を挙げて説明するが、本発明は以下で説明する例に限定されない。以下の説明
では、具体的な数値や材料を例示する場合があるが、本発明の効果が得られる限り、他の
数値や材料を適用してもよい。また、図面を用いた説明では、同様の部分に同一の符号を
付して重複する説明を省略する場合がある。
【００１４】
　［実験装置］
　本発明の実験装置は、セパレータと、セパレータを介してつながっている第１および第
２の槽とを備える。この実験装置は、第１および第２の槽に入れられた水性液体中の水の
電気分解を行うための実験装置である。なお、第１および第２の槽に入れられる水性液体
は、水を含んでいればよく、一般的な水道水であってもよいし、何らかの溶質が溶解され
た水溶液であってもよい。また、水性液体は、ｐＨが５～９程度の弱酸性または弱アルカ
リ性の水溶液であってもよい。
【００１５】
　第１および第２の槽に入れられる液体の典型的な一例は、伝導度が１００μＳ／ｃｍ～
１０００μＳ／ｃｍの範囲（たとえば１００μＳ／ｃｍ～３００μＳ／ｃｍ）にある水性
液体（水または水溶液）であり、たとえば水道水である。この程度の伝導度を有する水性
液体を電気分解する場合、適切な電極を適切に配置することによって、１５ボルト以下の
電圧で水を電気分解することが可能である。
【００１６】
　本発明の実験装置は、第１の槽に配置された第１の電極と、第２の槽に配置された第２
の電極と、第１の電極の表面で発生する第１のガスを捕集する第１の捕集部と、第２の電
極の表面で発生する第２のガスを捕集する第２の捕集部とをさらに含む。通常、第１およ
び第２の捕集部は、それぞれ、開放可能な封止手段（たとえばゴム、合成樹脂、および金
属のいずれかまたはそれらの複合体からなる栓）で封止される。
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【００１７】
　第１の電極と第２の電極とは、セパレータを挟むように配置されている。第１の電極と
第２の電極との最短距離は、１０ｍｍ以下であることが好ましい。たとえば、第１の電極
と第２の電極が平行に配置されている場合、第１の電極と第２の電極との距離は、１０ｍ
ｍ以下（たとえば０．１ｍｍ～５ｍｍ）であることが好ましい。第１の電極と第２の電極
との距離を１０ｍｍ以下とすることによって、電極間の水性液体による電圧降下を小さく
することができる。その結果、伝導度が１００μＳ／ｃｍ～３００μＳ／ｃｍの水性液体
を、１５ボルト以下の電圧で電気分解することが可能である。第１の電極と第２の電極と
の最短距離は、０．０１ｍｍ以上（たとえば０．１ｍｍ以上）であってもよい。また、第
１の電極と第２の電極との最短距離は、８ｍｍ以下であってもよく、５ｍｍ以下であって
もよい。
【００１８】
　低い伝導度の水性液体を比較的低い電圧で電気分解するには、第１の電極と第２の電極
との間の距離を短くすればよい。しかし、単に電極間距離を短くするだけでは、一方の電
極から発生した水素ガスと、他方の電極から発生した酸素ガスが混合されてしまうという
問題がある。また、第１の電極と第２の電極とが短絡する危険性がある。そのため、本発
明では、第１の電極と第２の電極との間にセパレータを配置し、ガスの混合と短絡とを防
止している。
【００１９】
　第１および第２の電極には、たとえば金属電極を用いることができる。電極の好ましい
一例は、表面が白金でコートされた金属電極である。白金は、水素過電圧および酸素過電
圧が低く、安定であるため好ましい。白金で被覆される金属としては、たとえば、ニオブ
、チタン、およびタンタルが挙げられる。酸素ガスが発生する電極（アノード）の槽では
、液体のｐＨが低くなる。そのため、アノードの表面は白金でコートされていることが好
ましい。一方、水素ガスが発生する電極（カソード）の表面は、白金でコートされていて
もよいし、白金でコートされていなくてもよい。カソードは、たとえば、ニッケルやステ
ンレスなどの、一般的に腐食が少ない金属からなる電極であってもよい。また、アノード
およびカソードは、導電性炭素材料からなる電極であってもよい。
【００２０】
　第１の電極と第２の電極との間には、通常、直流電圧が印加される。印加する電圧の大
きさに限定はないが、児童用の実験の場合、たとえば２ボルト～１５ボルトの範囲（一例
では２ボルト～１２ボルトの範囲）の電圧が印加される。しかし、本発明の効果が得られ
る限り、それよりも高い電圧を印加してもよい。本発明の実験装置は、電圧を印加するた
めの電源（通常、直流電源）を備えてもよい。本発明の効果が得られる限り、電圧の印加
方法に限定はない。たとえば、電流が一定となるように電圧を印加してもよいし、一定の
電圧を印加してもよい。
【００２１】
　第１および第２の電極は、それぞれ、２次元状に広がる形状を有してもよい。たとえば
、第１および第２の電極は、平板状の電極であってもよい。この平板状の電極には、貫通
孔が形成されていてもよい。また、第１および第２の電極は、それぞれ、仮想の平面上に
配置された複数の線状の電極で構成されていてもよい。これらの場合、第１の電極と第２
の電極とが、セパレータを挟んで互いに平行に対向することが好ましい。
【００２２】
　第１の電極および第２の電極のそれぞれは、鉛直方向に沿ってストライプ状に配置され
た複数の線状の電極を含んでもよい。このような電極を用いることによって、電極の表面
で発生したガスは、鉛直方向に上昇しやすくなり、電極の表面に付着しにくくなる。その
結果、電極の表面で発生したガスが、電極上方の捕集部に速やかに移動する。第１および
第２の電極は、それぞれ、櫛歯状の電極であってもよい。
【００２３】
　電極の表面で発生したガス（気泡）が電極表面に接触する面積が小さい程、気泡は電極
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表面に付着・滞留しにくい。そのため、線状の電極の表面は、平らであるよりも湾曲して
いる方が好ましい。従って、線状の電極の断面は、四角形であるよりも円形である方が好
ましい。
【００２４】
　隣接する２つの線状の電極間の距離Ｌは、１．５ｍｍ以下であってもよい。距離Ｌは、
たとえば、０．１ｍｍ～１．５ｍｍの範囲にあってもよい。距離Ｌが小さいほど、電圧降
下の影響を小さくできる。また、距離Ｌを１．５ｍｍ以下とすることによって、電極表面
で発生したガスが電極表面に滞留することを抑制できる。
【００２５】
　第１および第２の電極が上記線状の電極を含んでいる場合、上記第１の電極とセパレー
タとの距離が１ｍｍ以下であり、上記第２の電極とセパレータとの距離が１ｍｍ以下であ
ってもよい。たとえば、第１および第２の電極は、セパレータと接触していてもよい。第
１および第２の電極が線状の電極を含んでおり隙間を有する場合、電極表面で発生したガ
スは、その隙間をつたって上へ上昇していく。そのため、電極とセパレータとの距離が接
近していても、ガスを捕集部に速やかに移動させることが可能である。
【００２６】
　電極の表面では、酸素ガスと水素ガスとが１対２の体積比で発生する。理科の実験では
、酸素ガスと水素ガスとがその体積比で発生していることを目視で確認できることが重要
である。しかし、電極の表面に付着するガスの量が多いと、捕集部に捕集されるガスが、
上記体積比を反映しなくなるという問題が生じる。発明者らが検討した結果、鉛直方向に
沿ってストライプ状に配置された複数の線状の電極を含む電極を用いることによって、電
極の表面に付着するガスを減少できることを見出した。そのような電極を用いることによ
って、捕集部に捕集される酸素ガスと水素ガスとの比を、１対２に近づけることができる
。
【００２７】
　セパレータは、第１および第２の槽内の液体が通過可能なセパレータである。セパレー
タは、多孔性であることが好ましい。一方、電極の表面で発生した酸素ガスおよび水素ガ
スがセパレータを通過する場合、捕集部で捕集されるガスが混合ガスになってしまうとい
う問題が生じる。そのような問題を回避するために、セパレータは、電極の表面で発生し
た酸素ガスおよび水素ガスを、できるだけ透過させないことが好ましい。そのため、セパ
レータは、親水性であることが好ましい。親水性のセパレータは、表面に液体が吸着しや
すく気体は吸着しにくいため、ガスを透過させにくい。そのため、第１および第２の電極
がセパレータに接触するほど両者を接近させても、水素ガスと酸素ガスが混合することを
抑制できる。そのため、親水性のセパレータを用いることによって、第１および第２の電
極をより接近させることが可能である。また、親水性のセパレータを用いることによって
、電圧降下を小さくできる多孔性のセパレータを使用することも可能となる。
【００２８】
　親水性のセパレータとしては、たとえば、綿、麻、レーヨン、毛、絹などで形成された
布や膜を用いることができる。また、親水性の合成樹脂からなるセパレータや、親水化処
理をされた合成樹脂からなるセパレータを用いてもよい。
【００２９】
　第１および第２の槽は、水性液体を保持する槽である。第１および第２の槽の材料に特
に限定はないが、通常、透明な材料（たとえば、ガラスや透明な合成樹脂）で形成される
。第１および第２の槽は、１つの槽をセパレータで分離することによって形成されてもよ
い。
【００３０】
　本発明の実験装置では、第１および第２の槽の内面が親水性であってもよい。槽の内面
を親水性とすることによって、発生したガスが槽の内面に付着することを抑制できる。槽
の内面を親水性にする方法としては、たとえば、親水性の膜を槽の内面に貼り付ける方法
や、樹脂槽の内面を親水化する方法が挙げられる。親水性の膜としては、たとえば、メン
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ブレンフィルタ（ミクロポア社製、品番：ＪＣＷＰ１４２２５）が挙げられる。樹脂槽の
内面を親水化する方法としては、たとえば、過マンガン酸カリウムなどの酸化剤で処理す
る方法や、コロナ放電処理、プラズマ放電処理などが挙げられる。
【００３１】
　本発明の実験装置では、第１の捕集部が、第１の筒状部を含み、第２の捕集部が、第２
の筒状部を含んでもよい。そして、第１の筒状部の内側の断面積と第２の筒状部の内側の
断面積とが等しくてもよい。ここで、断面積は、筒状部の中心軸に垂直な方向の断面積を
意味する。この構成によれば、発生した水素ガスの体積と、発生した酸素ガスの体積との
比を、一目で判別できる。なお、それぞれの筒状部には目盛りを入れておいてもよい。筒
状部の形状は、円筒状であってもよいし、角筒状であってもよい。
【００３２】
　本発明の実験装置において、第１および第２の槽の内容積が大きすぎると、電極の表面
で発生した酸素ガスおよび水素ガスが槽内の水性液体に溶解する量が多くなる。そのため
、第１および第２の槽の内容積は、適度な大きさであることが好ましい。一般的な理科の
実験に用いる装置である場合であって、電極のサイズがたとえば縦５ｃｍで横７ｃｍ（片
面の見かけ上の面積：３５ｃｍ2）である場合、第１および第２の槽の内容積は、それぞ
れ、４．２ｃｍ3～４２ｃｍ3の範囲にあってもよい。
【００３３】
　［実験装置の一例］
　本発明の実験装置の一例の正面図を図１に示す。また、図１の実験装置１０の斜視図を
図２に示す。また、図１の実験装置１０の電解槽部分の分解斜視図を図３に示す。また、
実験装置１０の水平方向の断面図を図４に示す。
【００３４】
　実験装置１０は、第１の電極１１、第２の電極１２、セパレータ１３、液体貯留部１４
、第１の捕集部２１および第２の捕集部２２を備える。第１および第２の捕集部２１およ
び２２は、それぞれ円筒状の形状を有する。第１および第２の捕集部２１および２２の内
側の断面の円の面積は、同じである。なお、図３および図４において第１および第２の電
極１１および１２をシート状に示しているが、実際には、図６に示すように、線状の電極
の集合体である。
【００３５】
　図３および図４を参照して、電解槽４０は、第１の電極１１、第２の電極１２、セパレ
ータ１３、第１の板３１、第２の板３２、中板３３および３４を含む。第１の板３１およ
び第２の板３２には、水性液体が配置される凹部が形成されている。中板３３および３４
は、セパレータを挟んで固定するための、フレーム状の板である。中板３３と中板３４と
の間の隙間は、接着剤４３で封止されている。第１の電極１１には、リード２３が接続さ
れている。第２の電極１２には、リード２４が接続されている。
【００３６】
　実験装置１０では、第１の電極１１と第２の電極１２とは、平行に配置される。第１の
電極１１と第２の電極１２との距離は、約０．２ｍｍである。また、第１の電極１１と第
１の板３１の凹部の内面３１ａとの距離は、約２．０ｍｍである。また、第２の電極１２
と第２の板３２の凹部の内面３２ａとの距離は、約２．０ｍｍである。
【００３７】
　実験装置１０では、水性液体および発生したガスが目視できるように、液体貯留部１４
、第１の板３１、第２の板３２、第１の捕集部２１、および第２の捕集部２２は透明な材
料で形成される。これらは、たとえば、アクリル樹脂などの透明な樹脂で形成してもよい
。また、中板３３および３４は、透明な材料で形成してもよいし、発生したガスを目視し
やすくするために、不透明な樹脂や半透明で色の付いた樹脂で形成してもよい。
【００３８】
　セパレータには、綿、麻、レーヨン、毛、または絹などからなるセパレータが用いられ
る。一例として、厚さや編み方が異なる数種類の綿布をセパレータに用いて、２２０ｍＡ
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の定電流で電気分解を行った。その結果、セパレータがないときと比較して、１．５倍～
２倍程度、印加電圧が上昇した。これは、セパレータによって電圧降下が生じたためであ
る。なお、この印加電圧の上昇は、電極を大きくしたり、電極間距離を短くしたりするこ
とによって抑制することが可能である。
【００３９】
　第１の板３１の凹部とセパレータ１３との間が、第１の槽４１となる。第１の槽４１の
内容積は、たとえば１６ｃｍ3である。第１の槽４１は、第１の捕集部２１につながって
いる。第２の板３２の凹部とセパレータ１３との間が、第２の槽４２となる。第２の槽４
２の内容積は、たとえば１６ｃｍ3である。第２の槽４２は、第２の捕集部２２につなが
っている。第１の槽４１および第２の槽４２には、電気分解される水性液体が配置される
。水性液体が槽から漏れないように、必要に応じて、電解槽４０はシールされる。
【００４０】
　第１の板３１の凹部３１ｃの形状を図５の断面図に示す。凹部３１ｃの上方は、傾斜し
ている。この傾斜によって、第１の電極１１で発生したガスが、第１の捕集部２１に速や
かに集められる。同様に、第２の板３２の凹部の上方も傾斜している。その傾斜によって
、第２の電極１２で発生したガスが、第２の捕集部２２に速やかに集められる。傾斜部の
面と水平方向とがなす角度は、たとえば５０°よりも大きい。この角度が大きい方が、ガ
スが速やかに捕集部に集められる。
【００４１】
　凹部３１ｃの内面、および第２の板３２の凹部の内面には、親水性のシートであるメン
ブレンフィルタ（ミクロポア社製、品番：ＪＣＷＰ１４２２５）が貼り付けられている。
凹部の内面を親水性とすることによって、凹部の内面にガスが付着することを抑制できる
。なお、第１の捕集部２１の内面および第２の捕集部２２の内面も親水性とすることが好
ましい。
【００４２】
　第１の電極１１の拡大図を図６に示す。第１の電極１１は、ストライプ状に配置された
複数の線状の電極１１ａを含む。電極１１ａの直径は、たとえば、０．２５ｍｍ～２．０
ｍｍの範囲にある。複数の電極１１ａは、電極１１ｂによって接続されている。隣接する
電極１１ａ間の距離は、たとえば０．１ｍｍ～１．５ｍｍの範囲にある。電極間距離をこ
の範囲とすることによって、電極の表面で発生したガスが速やかに上昇する。典型的な一
例では、隣接する電極１１ａ間の距離は、第１の電極１１と第２の電極１２との距離より
も短い。この構成によれば、電圧降下の影響を最小限に抑えることができる。
【００４３】
　電極１１ａは、実験装置１０内において、鉛直方向に沿って配置される。電極１１ａを
鉛直方向に配置することによって、電極１１ａの表面で発生したガスが、速やかに上昇し
、第１の捕集部２１に移動する。第２の電極１２も、第１の電極１１と同様に、ストライ
プ状に配置された複数の線状の電極を含む。この線状の電極も、実験装置１０内において
、鉛直方向に沿って配置される。第１および第２の電極１１および１２のそれぞれのサイ
ズは、たとえば、縦が５ｃｍで横が７ｃｍである。
【００４４】
　なお、第１および第２の電極は、ネット状の電極であってもよい。電極の開口率を高め
ることによって、電極の表面で発生したガスを、板３１および３２の凹部に速やかに移動
させることができる。
【００４５】
　実験装置１０を用いた実際の実験の一例について説明する。まず、第１の捕集部２１お
よび第２の捕集部２２が満たされるまで、液体貯留部１４に水道水を入れる。液体貯留部
１４は、第１の槽４１とつながっている。そのため、液体貯留部１４に水道水を入れるこ
とによって、第１の槽４１、第２の槽４２、第１の捕集部２１および第２の捕集部２２を
、水道水で満たすことができる。
【００４６】
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　次に、第１の捕集部２１の開口部、および第２の捕集部２２の開口部にゴム栓をする。
次に、リード２３に電源のプラス極を接続し、リード２４に電源のマイナス極を接続する
。そして、リード２３とリード２４との間に、第１の電極１１がアノード（陽極）となり
、第２の電極１２がカソード（陰極）となるように１２～１４ボルト程度の電圧を印加す
る。電圧印加によって、第１の電極１１の表面では酸素ガスが発生し、第２の電極１２の
表面では水素ガスが発生する。水素ガスが発生する第２の電極１２は、Ｎｉや、ステンレ
スからなる。一方、酸素ガスが発生する第１の電極１１は、白金や白金パラジウムなどの
貴金属または貴金属合金でコートされチタンからなる。なお、第２の電極１２に、第１の
電極１１と同じ電極を用いてもよい。
【００４７】
　第１の電極１１の表面で発生した酸素ガスは、第１の捕集部２１に蓄積される。第２の
電極１２の表面で発生した水素ガスは、第２の捕集部２２に蓄積される。水の電気分解で
発生する酸素ガスと水素ガスの体積比は１対２であるため、第２の捕集部２２に蓄積され
るガスは、第１の捕集部２１に蓄積されるガスの２倍となる。第１の捕集部２１の断面積
と第２の捕集部２２の断面積とは等しいため、両者に蓄積されるガスの体積比は、目視で
簡単に理解できる。
【００４８】
　第１の捕集部２１および第２の捕集部２２に蓄積されたガスを後述する説明する方法で
確認する前に、液体貯留部１４の開口部を封止することが好ましい。液体貯留部１４の開
口部を封止する手段としては、たとえばゴム栓を用いることができる。酸素ガスまたは水
素ガスの存在を確認する場合、その前に、開放可能な封止手段（たとえばゴム栓）を用い
て液体貯留部１４の開口部に栓をしておく。これによって、第１または第２の捕集部のゴ
ム栓をはずしたときに、水位が変化してガスが捕集部から排出されることを抑制できる。
【００４９】
　第１の捕集部２１に蓄積された酸素ガスの存在を確認する場合、たとえば、第１の捕集
部２１のゴム栓をはずして第１の捕集部２１の中に火のついた線香を差し込めばよい。そ
うすると、火のついた線香が酸素ガスによって激しく燃え上がるため、酸素ガスの存在を
確認できる。同様に、第２の捕集部２２のゴム栓をはずしてその中に火のついたマッチを
近づけると、かすかな爆発音がして水素ガスの存在を確認できる。
【００５０】
　電極の表面で発生したガスが、電極の表面やセパレータ１３や板３１および３２に付着
したり、セパレータ１３を通過したりすると、捕集部に蓄積するガスの体積比が、発生し
たガスの体積比を反映しなくなる。そのため、発生したガスが速やかに捕集部に移動する
こと、および発生したガスがセパレータを透過しないことは非常に重要である。
【００５１】
　また、印加する電圧は、用いる水性液体の伝導度に応じて変化させればよい。水性液体
の伝導度が高ければ、より低い電圧で水を電気分解できる。
【００５２】
　また、本発明の実験装置では、第１の電極／セパレータ／第２の電極という積層構造を
、複数配置してもよい。たとえば、第１の電極／セパレータ／第２の電極／セパレータ／
第１の電極／セパレータ／第２のセパレータといった積層構造としてもよい。
【００５３】
　水の電気分解をしている際には、第１の槽４１内の水道水は酸性となり、第２の槽４２
内の水はアルカリ性となる。しかし、水の電気分解を停止すると、第１の槽４１内と第２
の槽４２内の水とは、セパレータ１３を介して速やかに混合されるため、両者は速やかに
中和される。そのため、本発明の実験装置では、実験後の廃液処理も非常に容易である。
【００５４】
　また、本発明の実験装置は、電界槽４０の上部と液体貯留部１４とを結ぶ流路を備えて
もよい。電界槽４０の下部と液体貯留部１４とを結ぶ流路、および電界槽４０の上部と液
体貯留部１４とを結ぶ流路を形成することによって、図７の矢印に示すように、電界槽４
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０と液体貯留部１４とを循環する液体の流れを形成できる。この場合、電極の表面で発生
したガスが、液体の流れに沿って槽内を上昇しやすくなるため、電極近傍にガスが滞留す
ることを抑制できる。
【００５５】
　［ガス発生装置］
　本発明の実験装置は、別の観点では、水素ガスおよび／または酸素ガスを発生させるガ
ス発生装置（ガス生成装置）である。たとえば、本発明のガス発生装置は、上記実験装置
において、セパレータが親水性である。上述した実験装置について説明した事項は、その
まま本発明のガス発生装置に適用できるため、重複する説明を省略する場合がある。本発
明のガス発生装置によれば、水道水などの水を用いて低い電圧（たとえば２０ボルト以下
）を印加することによって、すぐに水素ガスおよび酸素ガスを得ることが可能である。ま
た、塩素イオンを含まない塩水などの伝導度が高い水溶液を用いる場合、より低い電圧で
水素ガスおよび酸素ガスを得ることができる。このようなガス発生装置は、実験室レベル
で水素ガスや酸素ガスが必要な場合に非常に便利である。
【００５６】
　本発明のガス発生装置では、第１の電極と前記セパレータとの距離が１ｍｍ以下であり
、第２の電極と前記セパレータとの距離が１ｍｍ以下であってもよい。
【００５７】
　なお、本発明のガス発生装置では、多量のガスを発生させるために、電気分解の実験装
置として用いる場合よりも装置のサイズを大きくしてもよい。たとえば、第１および第２
の電極のサイズ（電極の片面の見かけ上の面積であり、外形が矩形状の電極の場合には、
［縦の長さ］×［横の長さ］）は、それぞれ、４０ｃｍ2～９００ｃｍ2の範囲にあっても
よい。
【００５８】
　本発明のガス発生装置でガス発生させる場合、第１の電極と第２の電極との間に一定の
電流が流れるように、電極間に電圧を印加してもよい。この場合、水性液体の伝導度や印
加電圧を気にすることなく、一定の量のガスを再現性よく発生させることができる。その
ため、水性液体の種類に関係なく一定の量のガスを再現性よく発生させることが可能であ
る。
【００５９】
　［ガス生成方法の一例］
　上述した実験装置１０を用いて酸素ガスおよび水素ガスを生成させる一例について、説
明する。
【００６０】
　まず、液体貯留部１４の上方から水性液体８１（たとえば水道水）を注ぐ。図８に示す
ように、水性液体８１は、第１および第２の捕集部２１および２２にゴム栓８２および８
３をしたときに、内部に空間が充分に残るように注ぐ。その後、第１および第２の捕集部
２１および２２の開口部にゴム栓８２および８３をし、液体貯留部１４の開口部にゴム栓
８４をする。ゴム栓８２および８３には、それぞれ、発生したガスが通過するチューブ８
５および８６が接続されている。それらのチューブ８５および８６は、ガスの用途に応じ
て他の機器に接続される。
【００６１】
　液体貯留部１４の開口部を密閉することによって、発生したガスがチューブ８５および
８６側に流れやすくなる。また、第１および第２の捕集部２１および２２の内部に空間を
残すことによって、水性液体８１がガスとともにチューブ側に移動することを防止できる
。燃料電池の実験などに本発明のガス発生装置を用いる場合、ガスとともに水性液体が燃
料電池側に移動すると、水性液体に含まれる不純物によって燃料電池内の固体高分子膜が
劣化する場合がある。そのような問題を避けるために、第１および第２の捕集部２１およ
び２２の内部に空間が残るように、水性液体８１を注入することが重要である。なお、水
性液体として不純物を含まない蒸留水や純水を用いる場合には、そのような問題は発生し
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ない。
【００６２】
　次に、リード２３とリード２４との間に電圧を印加し、ガスを発生させる。このように
して、水素ガスと酸素ガスとを得ることができる。
【００６３】
　なお、第１および第２の捕集部２１および２２の上部に必ず空間が生じるようなゴム栓
を用いてもよい。そのようなゴム栓の一例の上面図および断面図を、図９（ａ）および（
ｂ）に示す。図９（ｂ）の断面図は、図９（ａ）の線IXｂ－IXｂにおける断面図である。
図９（ａ）および（ｂ）に示すゴム栓９１は、内部に空間９１ａを含む。また、ゴム栓９
１の内部には段差が設けられており、捕集部２１（または捕集部２２）が、段差部分以上
には入り込まないようになっている。
【００６４】
　また、図９（ｃ）に示すように、第１および第２の捕集部２１および２２に接続された
チューブ８５および８６の途中に、水性液体をトラップするトラップ９２を設けてもよい
。トラップは、図９（ｄ）に示すトラップ９３のようなものであってもよい。このような
トラップを設けることによって、水性液体がガスと共にチューブに流れた場合でも、トラ
ップの先のチューブに水性液体が流れることを防止できる。
【００６５】
　以上、本発明の実施形態について例を挙げて説明したが、本発明は、上記実施形態に限
定されず本発明の技術的思想に基づき他の実施形態に適用することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６６】
　本発明は、水の電気分解の実験装置、およびガス発生装置に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６７】
【図１】本発明の実験装置の一例を示す正面図である。
【図２】図１に示した実験装置の斜視図である。
【図３】図１に示した実験装置の一部の分解透視図である。
【図４】図１に示した実験装置の断面図である。
【図５】図１に示した実験装置の部材の断面図である。
【図６】図１に示した実験装置の電極の拡大図である。
【図７】本発明の実験装置の一例における液体の流れを模式的に示す図である。
【図８】本発明のガス発生装置の使用状態の一例を示す図である。
【図９】本発明のガス発生装置に用いられるゴム栓の例およびトラップの例を示す図であ
る。
【図１０】従来の実験装置の一例を示す図である。
【符号の説明】
【００６８】
　１０　実験装置
　１１　第１の電極
　１２　第２の電極
　１３　セパレータ
　１４　液体貯留部
　２１　第１の捕集部
　２２　第２の捕集部
　２３、２４　リード
　４０　電解槽
　４１　第１の槽
　４２　第２の槽
　８１　水性液体
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　８２、８３、８４、９１　ゴム栓
　９２、９３　トラップ
　８５、８６　チューブ

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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